
令和８年度　第 1 回　長谷地域協議会会議録 

 開 催 日 令和 8 年 5 月 27 日（水）　

 開 催 時 間 開　会 午後 6 時 55 分 閉　会　　 午後 8 時 10 分

 開 催 場 所 長谷総合支所　会議室

 

 

委員の出欠 

 

出席１９人 

欠席　１人

番号 委員氏名 出欠 番号 委員氏名 出欠

 1 北原　隆 11 川畑　幸英

 2 伊藤　信人 12 北原　茂人

 3 中山　義文 13 伊澤　隆一

 4 宮下　久 14 宮下　福博

 5 中村　徳彦 15 畠中　愛 欠

 6 宮下　忠文 16 伊藤　由美子

 7 中山　嘉彦 17 長石　容子

 8 伊藤　博文 18 宮下　雅好

 9 中山　俊博 19 中山　茂晴

 10 小松　賢一 20 羽場　友理枝

 署 名 委 員 1 番 北原　隆 11 番 川畑　幸英

 

委員以外の 

出席者

伊那市長：吉田浩之 

伊那市議会議員：中山勝司（オブザーバー） 

（長谷総合支所） 

総合支所長：下島　聡、総務課長兼市民福祉課長：宮下剛志 

農林建設課長：竹中康仁 

高遠教育振興係長兼長谷教育振興係長：池上祐一 

総務係長：唐木　学 

自治会ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：橋爪洋郎、地域おこし協力隊：手塚ほたる

 

会議事項

報告事項 

（1）伊那市地域自治区条例・長谷地域協議会の規約について 

（2）令和８年度長谷総合支所・関係機関の職員体制について 

（3）その他 

協議事項 

（1）小委員会の設置について 

（2）杉島区の住民規模に見合った組織への移行について 

（3）その他

 

会議資料

1　伊那市地域自治区条例・長谷地域協議会規約 

2　長谷地域協議会における協議事項提案書 

3　長谷総合支所・関係機関の職員体制 

4　小委員会の構成について 

5　杉島区の住民規模に見合った組織への移行について 

6　長谷地区の新系統図（イメージ図） 



 7　杉島常会（仮称）移行後の長谷地区との関係性（案） 

8　意見収集　概要　案

 １　開会 

２　委員委嘱 

３　あいさつ　　伊那市長 

・市町村合併から満 20 年を迎える節目となる。その間、総合支所の建設、戸台パ

ーク周辺の整備、道の駅の駐車場拡張や電気自動車用充電設備の設置等に力を入

れてきた。 

　・人口減少や地域の活性化等の課題については皆さんとしっかり話をし、アイデア

等伺いながらこの地域を盛り上げていけるよう取り組んでいきたい。 

・戸草ダム建設推進に関し、国交省も長野県も前向きに取り組んでいる。市議会議

員、国会議員、地域の皆さん一丸となって取り組んでいきたい。 

・地域協議会の皆さんもこの会を大切にし一丸となって地域のことを考えていた

だきたい。 

４　自己紹介　委員、市議、職員 

５　正副会長の選出  
・事務局から選出方法（平成 28 年度の申し合わせにより、区長会長が会長、副区

長会長が副会長、任期は来年 3 月 31 日まで）を提案 

・会長 小松賢一 氏　　副会長 伊澤隆一 氏に全会一致で了承される。 

６　正副会長あいさつ 

７　委員番号付与、欠席報告、会議録署名委員指名  
　・会議録署名委員に、1 番  北原　隆  委員、11 番  川畑幸英  委員を指名  
８　報告事項  
（１）伊那市地域自治区条例・長谷地域協議会の規約について 

　（総務課から説明） 

《質疑・意見等なし》 

（２）令和８年度長谷総合支所・関係機関の職員体制について 

　（総務課から説明） 

《質疑・意見等なし》 

（３）その他  
　　特になし  
９　協議事項  
（１）小委員会の設置について  
　（総務課から説明）  
　・第 1 小委員会は地域公共交通について、第 2 小委員会は協働のまちづくり事業に

ついて検討していただく。委員構成については事務局で割り当てさせていただ

いた。  



 
 

 《質疑・意見等なし》  
（２）杉島区の住民規模に合った組織への移行について  
　（総務課、杉島区長、自治体コーディネーターから説明）  
　・杉島区から移行の承認を区長会に求める依頼が来ている。伊那市地域自治区条例

第 5 条第 4 項に準じて、市長にではないが意見をお願いしたい。今年 1 月開催

の地域協議会において、自治会の見直しで長谷全体に影響することについては、

地域協議会として意見することで承認されている。また、前段の区長会において、

地域協議会でとりまとめた意見をふまえ、区長会で承認の可否を決定すること

を承認している。  
　・長谷全体に影響することであり、住民の意見を広く求めるため、区長会と共同で

昨年のアンケートのように意見収集を行いたい。意見収集の方法は、PC やスマ

ホによる回答を基本としている。7 月の市報発送に併せ依頼文書を全戸配布し、

8 月 6 日を回答期限とする。地域協議会の意見と住民からの意見をとりまとめ、

区長会で承認の可否を決定するという流れになる。  
　《質疑・意見等なし》 
（３）その他  
　　特になし  
10　その他  
　（事務局から事務連絡）  
　《質疑・意見等なし》 
11　閉会  


